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ISO/IEC 17025 認定範囲に RoHS 指令 6物質に続きハロゲンが追加されました！ 
当社が 2007 年に（公財）日本適合性認定協会（JAB）より認定された試験所認定国際規格

ISO/IEC 17025 において、「ハロゲン分析」の追加申請が承認されました。更に「試験の種類に

よる認定」が承認されたことで、方法の妥当性確認能力も認められた試験所となりました。 

 
米環境保護庁（EPA）は 2011 年 5 月 6 日、気圧計、血圧計および乾湿度計に使用される水銀元素に

ついて、事業者に対して製造・輸入する際に 90日前までの EPAへの届出義務を課す、「有害物質規制

法（TSCA）」に基づく重要新規利用規則（SNUR）を提案しました。 

 ただし、本提案規則が公布された日において使用されている該当製品に含有される水銀元素につ

いては、本規則は適用されません。また、7 グラム未満の水銀元素を含有する電池式電動通風乾湿計

についても適用されません。 

 この提案について、「製品の一部となっている化学物質を輸入または加工する者に対しては適用さ

れない」という一般的な SNUR 適用除外条項は、適用されない形になります。 

なお、コメントの受付については 7月 5 日で終了しています。 

 

当社では、水銀、カドミウム、鉛など有害金属の製品や環境分析において実績があります。お気軽に

お問い合わせください。 
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